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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動歯ブラシ又は電気カミソリである身だしなみ器具であって、
　エネルギー源と、
　少なくとも１つの電気負荷を備える電子回路と、
　第１外部状態の適切な変化を知らせる第１信号を提供するための第１センサと、を備え
、
　前記身だしなみ器具は、前記電子回路が少なくともアクティブモードに比べて減少した
平均エネルギー量を消費するスリープモードの状態にあるように、かつ前記第１外部状態
の変化を知らせる第１信号を受信したときに前記アクティブモードを起動するように設定
され、
　前記電子回路は、アクティブモードの初回の起動に応答してウェルカムルーチンを実行
し、前記ウェルカムルーチンを実行した後は、前記第１外部状態の適切な変化を知らせる
第１信号の受信に応答して前記ウェルカムルーチンとは異なる標準ルーチンを実行するよ
うに設定され、
　前記身だしなみ器具は、前記第１外部状態とは異なる第２状態の適切な変化を知らせる
第２信号を提供するために、少なくとも第２センサを更に備え、
　前記電子回路が、前記第２信号の受信に応答しても前記アクティブモードを起動するよ
うに設定され、
　前記電子回路が、第１信号を未受信のうちは、前記ウェルカムルーチンとは異なるシェ
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ルフルーチンを定期的又はランダムに実行するように設定され、
　前記ウェルカムルーチンは、消費者と前記身だしなみ器具との個人的な結び付きを確立
するためのルーチンであり、
　前記標準ルーチンは、前記身だしなみ器具が実行する、事前にプログラムされた又はカ
スタマイズ可能な一連の動作をするためのルーチンであり、
　前記シェルフルーチンは、前記身だしなみ器具が販売時に棚に展示されている間、メー
カーが消費者を引きつけるのに有用と考える、事前にプログラムされた一連の動作をする
ためのルーチンあることを特徴とする、身だしなみ器具。
【請求項２】
　前記第１センサが、光センサ、電磁界センサ、静電容量センサ、抵抗センサ、誘導セン
サ、湿度センサ、ガスセンサ、及び温度センサからなる群から選択される、請求項１に記
載の身だしなみ器具。
【請求項３】
　電動歯ブラシ又は電気カミソリである身だしなみ器具であって、
　エネルギー源と、
　少なくとも１つの電気負荷を備える電子回路と、
　第１外部状態の適切な変化を知らせる第１信号を提供するための第１センサと、を備え
、
　前記身だしなみ器具は、前記電子回路が少なくともアクティブモードに比べて減少した
平均エネルギー量を消費するスリープモードの状態にあるように、かつ前記第１外部状態
の変化を知らせる第１信号を受信したときに前記アクティブモードを起動するように設定
され、
　前記電子回路は、アクティブモードの初回の起動に応答してウェルカムルーチンを実行
し、前記ウェルカムルーチンを実行した後は、前記第１外部状態の適切な変化を知らせる
第１信号の受信に応答して前記ウェルカムルーチンとは異なる標準ルーチンを実行するよ
うに設定され、
　前記第１センサが、光センサ、抵抗センサ、湿度センサ、ガスセンサ、又は温度センサ
であり、
　前記身だしなみ器具は、前記第１外部状態とは異なる第２状態の適切な変化を知らせる
第２信号を提供するために、少なくとも第２センサを更に備え、
　前記電子回路が、前記第２信号の受信に応答しても前記アクティブモードを起動するよ
うに設定され、
　前記電子回路が、第１信号を未受信のうちは、前記ウェルカムルーチンとは異なるシェ
ルフルーチンを定期的又はランダムに実行するように設定され、
　前記ウェルカムルーチンは、消費者と前記身だしなみ器具との個人的な結び付きを確立
するためのルーチンであり、
　前記標準ルーチンは、前記身だしなみ器具が実行する、事前にプログラムされた又はカ
スタマイズ可能な一連の動作をするためのルーチンであり、
　前記シェルフルーチンは、前記身だしなみ器具が販売時に棚に展示されている間、メー
カーが消費者を引きつけるのに有用と考える、事前にプログラムされた一連の動作をする
ためのルーチンあることを特徴とする、身だしなみ器具。
【請求項４】
　前記電気負荷としてディスプレイを更に備え、前記ウェルカムルーチンが前記ディスプ
レイに所定の情報を表示することを少なくとも含む、請求項１～３のいずれか一項に記載
の身だしなみ器具。
【請求項５】
　前記電気負荷として発光素子を更に備え、前記ウェルカムルーチンが前記発光素子を所
定期間電源オンにすることを少なくとも含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の身だ
しなみ器具。
【請求項６】
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　音響信号を生成するためのオーディオ装置を更に備え、前記ウェルカムルーチンが少な
くとも１つの所定のオーディオ信号を生成することを少なくとも含む、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の身だしなみ器具。
【請求項７】
　前記電子回路が、前記第１信号の受信に応答してウェルカムルーチンを実行するように
、かつ前記第２信号の受信に応答して前記ウェルカムルーチンとは異なるウェイクアップ
ルーチンを実行するように設定される、請求項１に記載の身だしなみ器具。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の身だしなみ器具と、前記身だしなみ器具を少なく
とも部分的に収容するパッケージとを含む、包装された身だしなみ器具ユニットであって
、前記第１センサが前記パッケージの開封に反応する、包装された身だしなみ器具ユニッ
ト。
【請求項９】
　前記第１センサが光センサとして実現され、前記パッケージが前記第１センサを周辺光
から効果的に封じる、請求項８に記載の包装された身だしなみ器具ユニット。
【請求項１０】
　前記パッケージが、前記パッケージを開封するとき又は前記身だしなみ器具を前記パッ
ケージから取り出すときのいずれかで破断するように設定されたシール要素を備え、前記
第１センサが、前記第１外部状態の変化として前記シール要素の破断を検出するように設
定される、請求項８に記載の包装された身だしなみ器具ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身だしなみ器具に関し、包装された身だしなみ器具ユニットにも関する。具
体的には、本発明は、スリープモード及びアクティブモードを有する身だしなみ器具に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　身だしなみ器具、例えば電動歯ブラシなどは、デモンストレーションモードで包装でき
ることが知られており、このモードでは、包装された身だしなみ器具が商品棚に置かれて
いる間、身だしなみ器具の展示品を常時電源オンにし、消費者の注意を引くために可能な
展示内容を提示し、身だしなみ器具の機能に関する情報を提供する。このようなデモンス
トレーションモードは、一般に身だしなみ器具のハウジング内に配置されたバッテリ又は
充電式蓄電池などのエネルギー源によって供給できるエネルギーを消費する。したがって
、消費者が身だしなみ器具を購入して自宅で開梱するとき、身だしなみ器具のエネルギー
源は放電していることがあり、したがって身だしなみ器具は開梱後すぐに使用できないこ
とがある。別の方法としては、エネルギーが消費されないオフモードで身だしなみ器具を
包装することが知られており、身だしなみ器具のエネルギー源が包装前に充電された場合
、身だしなみ器具の使い勝手に影響を与えるのは、商品棚に置かれていた期間にエネルギ
ー源が寿命の間に起こし得る何らかのエネルギー漏れだけである。したがって、結果とし
て消費者は、例えば包装されている間は身だしなみ器具によるその機能に関する双方向の
情報提供を受けられない。
【０００３】
　本開示の目的は、既知の身だしなみ器具より改善された、具体的には、開梱後すぐに使
用できる、身だしなみ器具を提供することである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一態様によると、エネルギー源と、少なくとも１つの電気負荷を備える電子回路と、第
１外部状態の適切な変化を知らせる第１信号を提供するための第１センサとを有する、身
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だしなみ器具、具体的には電動歯ブラシ又は電気カミソリが提供され、この身だしなみ器
具は、電子回路が少なくともアクティブモードに比べて減少した平均エネルギー量を消費
するスリープモードの状態にあるように、かつ第１外部状態の変化を知らせる第１信号を
受信したときにアクティブモードを起動するように設定され、電子回路は、アクティブモ
ードの初回の起動に応答してウェルカムルーチンを実行し、ウェルカムルーチンを実行し
た後は、第１外部状態の適切な変化を知らせる第１信号の受信に応答してウェルカムルー
チンとは異なる標準ルーチンを実行するように設定される。
【０００５】
　一態様によると、エネルギー源と、少なくとも１つの電気負荷を備える電子回路と、第
１外部状態の適切な変化を知らせる第１信号を提供するための第１センサとを有する、身
だしなみ器具、具体的には電動歯ブラシ又は電気カミソリが提供され、身だしなみ器具は
、電子回路が少なくともアクティブモードに比べて減少した平均エネルギー量を消費する
スリープモードの状態にあるように、かつ第１外部状態の変化を知らせる第１信号を受信
したときにアクティブモードを起動するように設定され、第１センサは、光センサ、抵抗
センサ、湿度センサ、ガスセンサ、又は温度センサである。
【０００６】
　一態様によると、先の請求項のいずれかに記載の身だしなみ器具と、身だしなみ器具を
少なくとも部分的に収容するパッケージングと、を含む、包装された身だしなみ器具ユニ
ットが提供され、第１センサは、パッケージング状態の変化、具体的にはパッケージング
の開封に反応する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　本開示の態様は、本開示による一般的な実施形態の説明により、及び例示的実施形態の
より詳細な解説により、並びに図の参照により、更に明らかになるであろう。図中、
【図１】本開示による身だしなみ器具の第１の例示的実施形態の概略図である。
【図２】本開示による身だしなみ器具の第２の例示的実施形態の概略図であり、第２の例
示的実施形態は、独立型の器具であってもよく、又は身だしなみ器具が２つの異なる器具
で形成されるように図１に示すような器具に連結できる補助器具であってもよい。
【図３】少なくとも１つの身だしなみ器具と、身だしなみ器具を少なくとも部分的に収容
するパッケージングとを含む、包装された身だしなみ器具ユニットの概略図である。
【図４】本開示による身だしなみ器具の動作の例示的実施形態を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示によると、身だしなみ器具（例えば、電動歯ブラシ、口腔洗浄器、フロス装置、
歯茎マッサージ装置などの口腔衛生装置、電気カミソリ、電動脱毛機器、マッサージ装置
、スキントリートメント装置など）は、少なくとも１つの電気負荷を有する電子回路が少
なくともアクティブモードより少ないエネルギーを消費するスリープモードの状態であり
、身だしなみ器具は、第１外部状態を検出するために少なくとも第１センサを有し、身だ
しなみ器具は、第１センサからの第１信号が第１外部状態が適切に変化した（すなわち閾
値を超えた）ことを知らせるとき、アクティブモードを起動するように設定される。アク
ティブモードの起動後、少なくとも１つのルーチンが自動的に開始されてもよく、例えば
、アクティブモードは、ウェルカムルーチン、標準ルーチン、ウェイクアップルーチン、
又はシェルフルーチンを含むことができる。第１センサは、具体的に光センサ、ホールセ
ンサなどの電磁界センサ、静電容量センサ、抵抗センサ、誘導センサ、湿度センサ、ガス
センサ、及び温度センサからなる群のうちの１つであってもよい。いくつかの実施形態で
は、身だしなみ器具は、初めて第１信号を受信した場合はウェルカムルーチンを開始し、
２回目以降に第１信号を受信した場合は標準ルーチンを開始する。必要に応じて、身だし
なみ器具は、第２状態を監視するために、及び第２信号が適切に変化した場合に第２信号
を提供するために、少なくとも第２センサを備える。その場合、第２センサを同じセンサ
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群から選択してもよいが、第２センサはあるいは身だしなみ装置の内部状態を検出するセ
ンサであってもよく、例えば、第２センサを代わりに位置若しくは加速度センサとして、
圧力センサとして、又は振動センサとして実現してもよい。したがって、このような第２
センサは、外部状態でも又は内部状態であってもよい第２状態を検出するように設けられ
得る。いくつかの実施形態では、身だしなみ器具は、負荷としてディスプレイ、発光ダイ
オード、又はオーディオ装置の少なくとも１つを備える。アクティブモードでは（例えば
、前記ルーチンのうちの１つの一部として）、電子回路は、ディスプレイを所定時間起動
してもよく、並びに／又は所定の文字及び／若しくは図形情報をディスプレイに提示して
もよく、発光素子を所定期間起動してもよく、並びに／又はオーディオ装置を所定期間起
動して所定のオーディオ信号／内容を再生してもよい。
【０００９】
　スリープモードの提供は、身だしなみ器具が常時アクティブモードの状態にあることに
比べて少なくともエネルギー源の放電を遅くする。いくつかの実施形態では、スリープモ
ードで電子回路を完全に電源オフにしてもよく、第１信号（例えば、光センサによって提
供される）は、電子回路を起動するのに十分なエネルギー含量を備えていてもよい。ある
いは、電子回路は、ＤＣ－ＤＣコンバータなどの主なエネルギー消費部分を電源オフにし
てもよく、スリープモードでは第１センサを監視するだけであってもよく、これは非常に
低いエネルギー消費で実現することができる。
【００１０】
　本開示による「外部状態」の変化は、身だしなみ器具とは事実上独立した状態の変化を
意味する（すなわち、外部状態を変化させるために身だしなみ器具の状態が変化する必要
はない）ことに注意すべきである。このような変化は、周辺光状態の変化（周辺光源のオ
ン／オフにつき、又は身だしなみ器具の開梱によって生じ得る）であってもよい。外部状
態の変化は、物体又は対象（例えば、消費者の手）の接近、周囲温度又は湿度の変化、第
１センサを接続した外部抵抗器の抵抗の変化などによって引き起こされてもよい。完全を
期すために、「外部状態」の変化は、身だしなみ器具自体の運動、身だしなみ器具に加え
られる力などによっては引き起こされず、これらが身だしなみ器具で生じる変化と関係が
あるとき、これらは「内部状態」とみなされる。
【００１１】
　本開示で述べるモード及びルーチンの説明を以下に記載する。ルーチンの正確な内容は
、電子回路のそれぞれの記憶素子に保存され得る。
【００１２】
　「スリープモード」：スリープモードは、少なくとも「アクティブモード」（下記参照
）より平均で少ないエネルギーをエネルギー源から消費する身だしなみ器具のモードであ
り、特に、身だしなみ器具はスリープモードでいずれのエネルギーも全く消費しないこと
がある。身だしなみ器具は、少なくとも第１外部状態の適切な変化を検出したとき、「ア
クティブモード」を自動的に起動するように設定される。
【００１３】
　「アクティブモード」：アクティブモードは、身だしなみ器具がスリープモードより平
均で多いエネルギーを消費するモードである。特に、アクティブモードには、電子回路に
よる身だしなみ器具の切り換えの監視が含まれる。電子回路は、特定の動作を実行するよ
うに事前にプログラムされていてもよく、このような動作には下記のルーチンのいずれか
が含まれ得る。いくつかの実施形態では、身だしなみ器具は、スリープモードの状態であ
ればランダム又は疑似ランダムにアクティブモードを起動するように、及び特定（所定）
期間後にスリープモードに戻るように更に設定される。特に、身だしなみ器具は、その場
合「シェルフルーチン」（下記参照）を起動してもよい。
【００１４】
　「ウェルカムルーチン」：ウェルカムルーチンは、少なくとも第１外部状態の適切な変
化が初めて検出されたとき、例えば消費者が身だしなみ器具を自宅で開梱するとき、開始
されるべきルーチンであり、ウェルカムルーチンは、消費者と身だしなみ器具との個人的
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な結び付きを確立するように意図されてもよい。ウェルカムルーチンは、１つ以上の入力
提案を含んでもよく、この中で身だしなみ器具の所有者は、例えば身だしなみ器具を個人
専用にするために名前の入力を求められることがあるが、これはウェルカムルーチンが１
つ以上の発光素子の点灯及び／又は非対話型の身だしなみ器具に関する特定情報の表示だ
けを含むことを排除するものではない。
【００１５】
　「標準ルーチン」：標準ルーチンは、例えば第１外部状態の適切な変化が２回目以降に
示されるか又は第２状態の適切な変化が検出されたとき、身だしなみ器具が実行する、事
前にプログラムされた又はカスタマイズ可能な一連の動作である。標準ルーチンは、少な
くとも１つの発光素子を所定期間、短く起動することを含んでもよく、それによって例え
ばユーザーは、身だしなみ器具が把持されているか又は消費者が把持しようとしているこ
とを身だしなみ器具が検出したという情報を得られる（第１外部状態又は第２状態の適切
な変化は、消費者の手などの接近を知らせる容量性外部状態の適切な変化に関する）。
【００１６】
　「ウェイクアップルーチン」：ウェイクアップルーチンは、例えば静電容量センサとし
て実現された第２センサにより消費者が身だしなみ器具を手に取っていることが示される
ため、消費者が身だしなみ器具の近くにいることを第２状態の適切な変化が知らせる状況
下で、身だしなみ器具が販売時に棚に置かれている間、メーカーが消費者を引きつけるの
に有用と考える、身だしなみ器具のディスプレイに表示される情報などの、事前にプログ
ラムされた一連の動作である。ウェイクアップルーチンは、入力提案を含んでもよく、こ
の中で電子回路はより多くの情報などを受け取るために消費者がボタンを押すのを待つ。
何も入力がなければ、ウェイクアップルーチンは所定時間後に停止されてもよく、その後
は再びスリープモードに戻る。
【００１７】
　「シェルフルーチン」：シェルフルーチンは、身だしなみ器具が販売時に棚に展示され
ている間、メーカーが消費者を引きつけるのに有用と考える、身だしなみ器具のディスプ
レイに表示される情報などの、事前にプログラムされた一連の動作であってもよく、又は
上記のウェイクアップルーチンと同じであってもよい。シェルフルーチンは、身だしなみ
器具がスリープモードの状態にある間、所定時間にわたってランダム又は疑似ランダムに
開始されるように意図される（本開示では、「ランダム」又は「ランダムに」は「疑似ラ
ンダム」又は「疑似ランダムに」を含むものとする）。所定時間後、身だしなみ器具は自
動的にスリープモードに戻るように設定されるであろう。
【００１８】
　図１は、本開示による身だしなみ器具１の第１の例示的実施形態の概略図である。身だ
しなみ器具は、ヘッド１０（ここではブラシヘッド）及びハンドル２０を備える電動歯ブ
ラシとして実現され得る。別の実施形態では、身だしなみ器具を電動脱毛機器、電気カミ
ソリ、ヘアドライヤー、又は歯茎マッサージ装置として実現してもよい。
【００１９】
　身だしなみ器具１は、少なくとも１つの電気負荷２２０を有する電子回路２００と、第
１外部状態の適切な変化を知らせる第１信号を提供するための少なくとも第１センサ３０
０と、エネルギー源４００とを備える。第１センサ３００は、それぞれのセンサ値（例え
ば、光センサとして実現される第１センサで測定された周辺光の強度を反映する）が所定
の閾値を超えるとき、第１信号を提供してもよく、それによって適切な変化を知らせる。
上記のような群からのセンサとして第１センサ３００を選択してもよい。第１センサ３０
０は、光センサ（例えば、フォトダイオードを備える）として実現される場合、周辺光状
態の変化に反応することができる。静電容量センサとして実現される場合、第１センサ３
００は、その環境の変化に反応でき、すなわち近接したユーザーの手の存在を検出するこ
とができる。電子回路２００は、具体的には、ディスプレイ若しくは発光素子又は音響信
号再生用のオーディオ装置などを制御するための制御回路２１０を備えていてもよい。い
くつかの実施形態では、電子回路２００は、２つの電気負荷２２０、２３０（例えば、デ
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ィスプレイ２２０及び少なくとも１つの発光素子２３０）、又は更に多くの電気負荷２２
０、２３０、２４０（更なる発光素子２４０を含む）を備える。いくつかの実施形態では
、電気負荷２２０は、発光素子、情報表示素子、並びにオーディオ及び／又はビデオ信号
再生素子（例えば、ラウドスピーカー）からなる群のうちの１つであってもよい。２つ以
上の電気負荷を有する実施形態では、それぞれの電気負荷は前記の群のうちの１つであっ
てもよい。必要に応じて、身だしなみ器具１は、第１外部状態とは異なる第２状態の適切
な変化を知らせる第２信号を提供するために、少なくとも第２センサ３０１を備える。適
切な変化は、この場合も同様に所定の閾値を超えるセンサ値によって決定できる。電子回
路２００をエネルギー源４００及び第１センサ３００（任意追加的に第２センサ３０１）
に連結してもよい。
【００２０】
　電子回路２００は、第１センサ３００が第１外部状態の適切な変化を知らせる第１信号
を提供するとき、身だしなみ器具をスリープモードからアクティブモードに切り換えるよ
うに設定される。いくつかの実施形態では、アクティブモードにおいて、アクティブモー
ドが初めて起動されたことを電子回路２００が検出した場合はウェルカムルーチンを開始
し、ウェルカムルーチンが以前に既に起動されている（すなわちアクティブモードが２回
目以降に起動される）場合は標準ルーチンを開始する。いくつかの実施形態では、電子回
路２００は、アクティブモードの初回起動後に第１センサ３００を電源オフにするように
設定され、身だしなみ器具１は、この時点からユーザーによってオン／オフスイッチボタ
ンを介してのみ起動されてもよい。
【００２１】
　図２は、例えば時間情報を表示する第１ディスプレイ領域２２１Ａと、追加情報を表示
する第２ディスプレイ領域２２２Ａとを有することができる、ディスプレイ２２０Ａを有
する小型ディスプレイ装置として実現された身だしなみ器具１Ａの概略図である。いくつ
かの実施形態では、本開示による身だしなみ器具は、互いに無線接続できる歯ブラシ及び
ディスプレイ装置などの２つの異なる装置を備えていてもよく、ディスプレイ装置での情
報表示は歯ブラシによって制御され得る。
【００２２】
　図３は、本開示による包装された身だしなみ器具ユニット１００の概略図である。包装
された身だしなみ器具ユニット１００は、身だしなみ器具１Ｂと、身だしなみ器具１Ｂを
少なくとも部分的に収容するパッケージング５０とを含む。パッケージングは、身だしな
み器具１Ｂの少なくとも一部が見える透明窓５１を備えていてもよい。身だしなみ器具１
Ｂの見える部分には、少なくとも１つの発光素子及び／又はディスプレイが含まれ得る。
第１センサ３１０は、ここではパッケージング状態の変化を検出するように設定され、例
えば第１センサ３１０は、パッケージング５０を開封すると周辺光が第１センサ３１０に
当たるようにパッケージング５０によって覆われた身だしなみ器具１Ｂの一部に配置され
る光センサであってもよい。
【００２３】
　第１センサ３１０又は任意の第２センサ３２０の少なくとも一方は、身だしなみ器具１
Ｂの外側の素子に接続されていてもよく、例えば第１センサ３１０は、パッケージング５
０の開封時に切り離す必要があるパッケージング５０の一部を横断する細線に接続されて
いてもよく、それによってパッケージング５０の開封（すなわちパッケージング状態の変
化）を検出することができる（例えば、第１センサ３１０を実現する抵抗センサに接続さ
れた細導線を破断することによって、したがって細線はシール素子を表す）。例示的実施
形態について以下に述べる。提示する実施形態では、任意の第２センサ３２０は、身だし
なみ器具を把持したときに検出可能な静電容量センサとして実現され得る。
【実施例】
【００２４】
　（実施例１）：
　第１の実施例では、包装された身だしなみ器具は、包装状態ではセンサに十分な光が当
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たらないために第１信号を提供しない、光センサ（例えば、フォトダイオードとして実現
される）を備える。したがって、電子回路は、包装されているかぎり、スリープモードの
状態にある。フォトダイオードは自身に当たる光から自己通電できるため、第１センサを
検出状態に保つためにエネルギーを使う必要もない。したがって、何らかの漏出問題を除
いては、エネルギー源（例えば、Ｌｉイオン蓄電池などの充電式蓄電池）は放電されず、
蓄電池は実質的に完充電されているため、身だしなみ器具は開梱時にすぐ使用できるであ
ろう。
【００２５】
　修正された実施例１では、電子回路は、所定の時間間隔で電子回路を定期的（すなわち
所定期間後）又はランダムに動作させる計時回路を備える。電子回路は、計時回路によっ
て作動されるとき、身だしなみ器具が例えばディスプレイ（電気負荷に相当する）に情報
を所定期間表示する、シェルフルーチンを開始するように設定される。所定期間後、電子
回路は、電子回路を停止して再びスリープモードに設定する。
【００２６】
　身だしなみ器具を開梱する（パッケージング状態が変化する）と、光が光センサに当た
り、それによって光センサは、第１外部状態（すなわち外部光状態）の適切な変化を知ら
せる第１信号を提供するであろう。電子回路は、最初の第１信号の受信への応答としてア
クティブモードを起動し、ウェルカムルーチンを開始するであろう。その後、電子回路は
、再度第１信号を受信した場合に標準ルーチンを開始してもよく、又は電子回路は、ウェ
ルカムルーチンを開始した後に第１センサを電源オフにしてもよい。
【００２７】
　（実施例２）：
　第２の実施例では、第１センサを抵抗センサとして実現する。抵抗センサは、身だしな
み器具を開梱するために開封する必要があるパッケージングの一部を横断する導線に接続
されていてもよく、開封時に導線が分断され、それによって第１センサが作動して第１信
号を提供する（したがって細線はシール要素を表す）。導線の破断（すなわちパッケージ
ングの開封）により、次いでアクティブモードが起動され、ウェルカムルーチンが開始さ
れる。静電容量センサとして実現される第２センサは、消費者の接近を検出するように設
定され得る。第２センサが静電容量値の適切な変化を測定すると、第２センサは第２信号
を提供し、身だしなみ器具はウェイクアップルーチンを起動するアクティブモードに設定
される。身だしなみ器具が開梱されて第１信号を受信した後、第２信号を受信すると、ウ
ェイクアップルーチンの代わりに標準ルーチンを起動するように電子回路を設定してもよ
い。標準ルーチンは、すべての発光素子を所定期間点灯することを含んでもよく、それに
よってユーザーが身だしなみ器具を把持しているか又は把持しようとしていることを身だ
しなみ器具が認識しているとユーザーに再確認する。
【００２８】
　図４は、本開示による身だしなみ器具の動作の例示的実施形態を概略的に示したフロー
チャート図である。第１状態５００では、身だしなみ器具は、電子回路が平均でアクティ
ブ状態より少ないエネルギーを消費する（例えば、ディスプレイ装置などの電気負荷が電
源オフである）スリープモードの状態である。任意追加的に、身だしなみ器具は、定期的
又はランダムにアクティブモードをオンにするように設定されてもよく、このモードにお
いて、例えばディスプレイ装置が情報を表示する（例えば、文字及び／又は図形情報を表
示できる）シェルフルーチン６００が開始される。その後、身だしなみ器具は、所定期間
後にシェルフルーチンを自動的にオフにし、スリープモード５００に戻るように設定され
る。シェルフルーチン６００は、身だしなみ器具が店の棚に置かれている間、情報を表示
することで消費者を引きつけることができるが、シェルフモードは、例えば身だしなみ器
具が商品棚に置かれていた期間全体の５分の１若しくは１０分の１又は更にはそれより少
ない割合でオンにされるだけでよいため、連続したシェルフルーチンに比べて消費するエ
ネルギーが少ない。
【００２９】
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　第１外部状態の変化３５０によって第１センサ３３０が作動して第１信号を提供すると
、身だしなみ器具はアクティブモード５１０に切り換わる。任意追加的に、身だしなみ器
具は、第２状態の変化３６０を知らせる第２センサ３４０からの第２信号を受信したとき
も、アクティブモード５１０に切り換わる。その後、身だしなみ器具は、第１信号を初め
て受信した場合（任意追加的に、第２信号を初めて受信し、第１信号をまだ受信していな
い場合も）、ウェルカムルーチン６１０を起動するであろう。ウェルカムルーチン６１０
が以前に既に起動されている場合、身だしなみ器具は、必要に応じてウェルカムルーチン
６１０とは異なる標準ルーチン６２０を起動してもよい。ウェルカムルーチン６１０の起
動後、身だしなみ器具は、アクティブモード５１０のままであってもよく、又は代わりに
スリープモード５００に戻ってもよい。任意のシェルフモード６００の場合、身だしなみ
器具がもう既にユーザーの自宅にあると考えられるとき、定期的又はランダムなシェルフ
モードの起動をオフにすることができる。ウェルカムモード６１０を起動した後、身だし
なみ器具は、第２状態の変化を知らせる第２センサ３４０からの第２信号を受信したとき
だけアクティブモードに切り換わってもよい。例えば、第１センサ３５０は、ウェルカム
ルーチン６１０を開始するアクティブモードを起動する光センサとして実現されてもよく
（光センサは、例えば身だしなみ器具が開梱されて光センサが周辺光に曝されると第１信
号を発する）、第２センサは、ユーザーが身だしなみ器具を把持しているか又は把持しよ
うとしていることを検出する近接センサ（例えば、静電容量センサ）として実現されても
よい。あるいは、第２センサを有する実施形態では、第１信号を未受信のうちは、第２信
号によりウェイクアップルーチン６３０が起動されてもよい。前記の実施形態において第
１信号の前に第２信号を受信することは、消費者が身だしなみ器具を含むパッケージを棚
から手に取ったことを意味する。ウェイクアップルーチンは、製品に関する情報を消費者
に提供するようにディスプレイ装置に情報を表示することを含み得る。
【００３０】
　本明細書で開示する寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳密に限られるとして理解
されるべきではない。むしろ、特に断らないかぎり、そのような各寸法は、記載された値
及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば、「４０ｍ
ｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
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